
別表  研究費の不正防止に関する大学内の責任体系図（第４条第２項関係） 
 
 
 
 
 
 
最高管理責任者（学長） 

統括管理責任者（副学長） 

コンプライアンス推進責任者 

（学部長、総合研究推進機構担当部長、附属機関の長、事務局長） 

不正防止計画推進部署 

（研究推進課） 

監事、内部監査室 


